
 

られる診療態度であり診療能力であると考えられる。 
 仮に、この時点で造影 CT 撮影を行っていれば、肺塞栓症による突然死を避け

られた可能性はあるが、本例のような特異な再発をきたした腫瘍の根治的治療

は不可能であり、死亡を避けられた可能性はきわめて低い。 
 病状急変後の、A、Ｄ病院の救命治療については適切に行われていたと判断さ

れる。 
 

4 結論  

4-1 経過  

 本例は、右大腿部の滑膜肉腫に対して、術前術後の化学療法と広範切除術並

びに大腿動静脈再建術を行ったが、血管吻合部から下大静脈内に腫瘍の再発増

殖による腫瘍塊を形成し、手術の約 9 ヵ月後に腫瘍の離断遊離組織による致死

的肺動脈幹塞栓症をきたした事例である。 
4-2 調査及び評価の結果  

 (1)  臨床診断・治療について 
 滑膜肉腫の原発巣に対する術前術後の化学療法および広範切除術はがん治療

として高度の医療水準を満たす適正なものであった。 
 広範切除術は、肉眼的に十分な切除縁が得られ、病理診断で断端に腫瘍浸潤

なしと診断されたことから、治癒手術と判定され、放射線治療の追加は不要で

あると判断されたのは妥当であった。 
(2) 病理診断と再発予見性について 

 大腿静脈の内膜組織中の腫瘍は、Ｃ病院では当初認識されていなかったが、

この病変は切除断端から最も近い部位で 2.9cm 離れていたと報告されている。結

果的には、大腿静脈の内膜組織中に残存した腫瘍が、下大静脈内腔で再発増殖

したと推定されたが、本例の血管内における腫瘍の増殖様式は、極めて特異で

あり、手術検体で大腿静脈の内膜組織中に腫瘍が存在することが確認されたと

しても、本例に認められた血管内再発を予見することは困難であったと考えら

れる。 
(3)  術後経過観察と生前診断の可能性について 

 骨軟部腫瘍の術後再発・転移としては一般的に局所再発あるいは肺転移が多

く、胸部 CT と局所 MRI 撮影による経過観察が標準的である。本例の MRI 撮

影範囲は通常の局所再発の検索範囲としては妥当であったが、再発腫瘍は MRI
の冠状断で最も腹側のスライスよりもわずかに腹側に存在していた。また、本

例で認められた右下肢の浮腫は、臨床的に、下肢の広範切除後に通常認められ

る範囲内と判断された。ただし、6 月下旬の外来診療時に患者が訴えた「鼠径部

の血管の浮き上がり」について、医師が異常な所見であると判断し、腹部・骨

盤部の造影 CT 撮影を行っていれば、下大静脈内の異常を発見できた可能性はあ

                          
 

P130


